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裁判員経験者と法曹三者の意見交換会 

 

日 時 平成２６年１２月１０日（水）午後１時３０分から午後３時３０分まで 

場 所 千葉地方裁判所大会議室（新館１０階） 

参加者等 

 司会者 金 子 武 志 （千葉地方裁判所刑事第２部判事） 

 裁判官 秋 田 志 保 （千葉地方裁判所刑事第２部判事） 

 裁判官 野 上 幸 久 （千葉地方裁判所刑事第２部判事補） 

 検察官 西 村 圭 一 （千葉地方検察庁検事） 

 検察官 香 西 克 俊 （千葉地方検察庁検事） 

 弁護士 中 井 淳 一 （千葉県弁護士会所属） 

 弁護士 伊 藤 大三朗 （千葉県弁護士会所属） 

 １番 裁判員経験者  男 

 ２番 裁判員経験者  男 

 ３番 裁判員経験者  男 

 ４番 裁判員経験者  男 

 ５番 裁判員経験者  男 

 ６番 裁判員経験者  男 

 ７番 裁判員経験者  男 

議事要旨 

 別紙第１のとおり 
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（別紙第１） 

【司会者】 

 私は，本日の司会を担当いたします地裁刑事第２部の金子と申します。よろしく

お願いいたします。 

 本日の意見交換会には，法曹関係者からは，裁判所から秋田裁判官と野上裁判官，

検察庁からは西村検察官と香西検察官，弁護士会からは中井弁護士と伊藤弁護士に

御参加いただいておりますので，最初に自己紹介をしていただいて，特に今日ここ

を聞きたいといったようなポイントがございましたら，お願いします。 

 なお，各コーナーの節目節目でそれぞれ御意見，御質問を伺いますので，具体的

な質問等はそちらでお願いいたします。 

 まず，裁判所からお願いいたします。 

【野上裁判官】 

 刑事第２部のＡ合議の左陪席を務めております野上と申します。本日は，よろし

くお願いします。 

 私は，今年の１月に着任しまして，いわば新人といった立場でございますが，千

葉では，覚せい剤密輸事件が非常に多くて，既に７件経験しております。覚せい剤

の密輸事件では，否認事件の割合が多く，７件のうち５件は否認事件で，被告人が

疑っていたかどうかといったところを判断しています。やはり判断するに際しては，

いろいろ私でも判断に迷うことは多々ありまして，証拠調べのやり方であったり，

争点の理解だったり，裁判員経験者の方々が，これは分かりづらかっただとか，逆

に，ここは工夫されて非常に分かりやすかった，そういった点がございましたら，

率直な意見を聞かせていただければと思っております。 

 覚せい剤密輸事件ですと，メールが証拠として請求されることが多くありまして，

皆さんも，そういったものを調べられたかもしれません。そのメールの取調べ方法，

それについて分かりやすかったとか，メールの内容が込み入っていて分かりにくか

ったとか，そういったことがあれば，教えていただければと思います。 
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【秋田裁判官】 

 千葉地裁の刑事第２部で裁判官をしております秋田と申します。本日は，どうぞ

よろしくお願いします。 

 私は，千葉地裁は２年目になるんですが，その間，覚せい剤の否認事件をたくさ

ん経験しました。証拠がなかなか日本にないということを皆さんもお気付きだった

かと思うんですが，証拠が少なくて，認定が難しくて御苦労されたのではないかな

と思っております。 

 今回は，証拠調べについての質問の項目を設けておりますが，皆さんが分かりや

すかったと印象に残っているものと，分かりにくかったと印象に残っているもの，

この両方についてお話を伺いたいと思っています。 

良い印象に残っているということは，証拠調べとして分かりやすかったんだと思

いますし，何か問題があるようでしたら，是非改善するようにしていきたいとも考

えています。 

【司会者】 

 引き続き，検察庁からお願いいたします。 

【香西検察官】 

千葉地検の検事の香西でございます。本日は，よろしくお願いします。 

今，秋田裁判官のお話がありましたように，日本にない証拠は集められないとい

う法律の制限がありますので，裁判員の皆さんに示す証拠も足りないのではないか

という危惧感は十分抱いた上で，公判に臨んでおります。 

今回，争点の理解という話題がありますけれども，その争点を説明する際に，検

察官は，一番始めの冒頭陳述では，争点は説明するけれども，どうやって判断する

かというところについては，恐らく多くの検事が論告という一番最後のところまで

「これは，こうやって判断するんだよ。」というのを言っていなかったように思う

んです。 

そういう検察官のプレゼン方式というか，証拠の説明の仕方について，「もうち
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ょっと早く，この事実はこういうふうに使うんだよ。このメールはこういうふうに

使うんだよ。」とか，そういう御意見がありましたら，忌憚ない御意見を伺いたい

と思います。 

【西村検察官】 

 検察官の西村と申します。千葉地検では，今年の４月から裁判員裁判を担当する

部署に移って，裁判員裁判を中心とした事件に携わらせていただいております。 

裁判員裁判もそうですけれども，法廷で分かりやすい証拠調べ，立証ができるか

は，やっぱり検察官に懸かっているという意気込みで頑張っております。検察官の

活動等につき忌憚のない御印象なり感想を聞かせていただければと思います。 

【司会者】 

 引き続き，弁護士会からお願いいたします。 

【中井弁護士】 

 千葉県弁護士会の弁護士の中井と申します。私は，弁護士６年目で，千葉で裁判

員裁判を２０件ぐらいやらせていただいています。今日は，弁護士会内での裁判員

裁判のための研修などを担当する委員会から派遣されてやってきました。皆さんの

忌憚ない御意見をそういったところにいかしていきたいと思っております。 

 特にお伺いしたいのは，判決を読んでも，弁護側の主張が受け入れられるという

ことが少ないんですけれども，その中でも主張が取り上げられている場合と，そも

そも取り上げられない場合とがあるので，どういった主張であれば，ある程度議論

の俎上に載って検討していただけているのか，あるいは，そもそも議論の対象にも

ならない主張というのはどういったものか，そういったものを聞きたいと思ってお

ります。 

【伊藤弁護士】 

 同じく，千葉県弁護士会に所属しております伊藤大三朗と申します。私は，昨年

の１２月に登録しまして，弁護士としては，おおよそ１年の経験しかありません。

裁判員裁判は，１件経験しましたが，覚せい剤についてのものは全く初めてという
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ことになります。全てを勉強するという形で参加させていただきたいと思っていま

す。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。 

 これから意見交換会を始めてまいりたいと思いますが，法曹関係者からここが聞

きたいというリクエストがあったように，裁判員裁判は，制度開始から５年が経過

し，具体的な改善点が浮かび上がっておりますし，どうしたらいいのかを日々考え

ているところです。とりわけ，こういった意見交換会での経験者の方の御意見は，

非常に重要で，私たちも参考にしたいと思っておりますので，今後の裁判員制度の

改善の関係と，裁判所のウェブサイトに掲載されますので，これから裁判員になら

れる方に対するメッセージという部分もございますので，遠慮なく御発言をよろし

くお願いします。 

 段取りとしましては，皆さんにあらかじめお配りしております話題事項（別紙第

２）に沿ってまいりたいと思いますので，一項目ずつお話をしていただいて，その

他に御意見のある方は，適宜挙手をしていただいて御意見を伺うということにした

いと思っております。 

 最初は，全体的な感想をお聞きしたいと思っておりますので，特に印象に残った

点とか，話題事項の２で取り上げていないような点で，何か感想を一言お聞かせい

ただければと思っております。 

 では，評議でもそうだったと思いますが，最初は，１番の方から順番にお願いで

きますでしょうか。 

【１番】 

 裁判員候補者の名簿に載ったのは，初年度に載って，３年たってまた載って，

「またどうせ空振りだろうな。」と思ったら，年末のこの今日ぐらいの季節になっ

て呼出状が来て，「ついに来たか。」という感じで裁判員をやらせていただきまし

た。 
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 覚せい剤の事件はよくあるので，ニュースでも見ていたんですけれども，実際，

本番となると，外国人の方なので，どうしても通訳を通してだとなかなか話がかみ

合わないところもあるのかなというのは，ちょっと印象に残っています。 

 最初の頃は，やっぱり慣れていないので，いきなり冒頭陳述とか証拠調べが一気

に進んでしまって，自分でもまだ判断できないまま，まだ右も左も分からない状態

の中で作業が進んでいったような感想があります。それ以外については，いろいろ

質問もさせていただきましたし，評議もじっくりできたかなと思っております。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。 

 今，お話があったように，この種の事件は，外国人が被告人である場合が非常に

多いので，外国人が被告人であることで何か問題がありましたら，後ほど是非御意

見をお願いいたします。 

 では，続きまして２番の方，お願いいたします。 

【２番】 

 私も，裁判員裁判に参加できて，大変良い経験になったと思っています。 

 今まで，人の裁判に関わりを持ったこともないので，あまり興味もなかったんで

すけれども，裁判員を経験して，裁判を傍聴するようになったし，裁判に興味を持

つようになったと思っています。 

 それから，私は恵まれたのかもしれないけれども，裁判員の仲間も朗らかな方が

多かったし，裁判官の方がある程度盛り上げてくれたところもあったので，裁判員

裁判では，裁判官も裁判員裁判を盛り上げる能力が必要になってくるんじゃないか

なというふうに，これから裁判官も大変な時代になってきたのかなっていうような

印象を持ちました。大変良い仲間というか，裁判官も含めて良い状況で裁判ができ

て，大変ありがたく思いました。 

【司会者】 

 ありがとうございました。裁判官の将来についても語っていただいて，ありがと
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うございます。 

 実は，２番の方を盛り上げたのは，私と秋田さんも含まれておりますので，本日

も盛り上げたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 引き続き，３番の方，お願いいたします。 

【３番】 

私は，今回が初めての経験でした。平成２５年だったので，記憶をたどりながら

のお話になってしまうので，当時ほどは鮮明に覚えていないんですけれども，なる

べく分かる範囲で答えさせていただければなと思います。 

 説明等もかなり分かりやすくて，何か苦になるようなこともなかったかなという

印象です。簡単な感想になってしまいますが，以上です。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。 

 確かに，事件が古くなったりしますと，なかなか御記憶が戻りづらいかと思いま

すけれども，ほかの方の御意見を聞いていると，記憶がよみがえったりもしますの

で，よろしくお願いいたします。 

 それでは，４番の方，お願いいたします。 

【４番】 

 ちょうど１年前ぐらいに裁判員裁判が行われたので，３番の方と同じく記憶が定

かではないので，送られた紙を見ながら思い起こしているような状態です。 

 今まで裁判所に来たこともない，弁護士の方とか検察の方，裁判官という人との

接点が全然今までない，あるいは少ないということで，裁判が身近には感じられな

かったんですけれども，自分が１週間ぐらい裁判所へ行って，多少なりとも裁判に

関われたなと，少し遠い存在から身近な存在に変わってきたかなというふうな感じ

がしました。 

 本当に貴重な経験をさせてもらって，終わってから職場へ帰りますと，周りに実

際にこの裁判員裁判に参加した人っていうのは，私以外に見当たらないんですね。
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だから，もう少しそういう人が増えたらいいのになというようなことも感じました。 

【司会者】 

 ありがとうございます。 

 やはり，ちょっと古くなると，記憶の問題というのがございますが，今回の意見

交換会に参加された方が担当したのは，全て覚せい剤密輸入の事件なんですが，４

番の方に担当していただいたのは，大型の機械に大量の覚せい剤を隠した結構珍し

い事件でしたので，その辺りも手掛かりにしていろいろ思い出していただければと

思いますので，よろしくお願いいたします。 

 では，続いて，５番の方，お願いいたします。 

【５番】 

 私は，半年ほど前，くじ運が良いのか悪いのか分からないんですけれども，裁判

員に選ばれました。幸いにも，血生臭い殺人事件とかじゃなくて，トラウマになら

なかったんですけれども，非常に勉強になりました。 

 先ほど１番さんがおっしゃったとおり，初日は，もう何が何だか分からないまま

過ぎ去ったので，非常に分かりづらかったです。済みませんでした。 

【司会者】 

 いえいえ。謝るのは，それはこちらの方だと思いますので，その辺り，具体的な

ところは，また後ほどお聞かせいただければと思います。 

 くじ運が良い，悪いっていう話がありますが，ただ，大方の方は，くじ運が良い

と捉えて，宝くじを買ったりとかされる方が多かったという印象もありますので，

そちらの方で捉えていただければと思います。 

 では，続いて，６番の方，お願いいたします。 

【６番】 

 この仕事をさせていただいた時に，すごく現実感がなかったんですね。まず，裁

判官の人たちは，一般的な印象からすると，すごく固い感じがするんですけれども，

私の担当した事件の裁判官の方々は，裁判長は銀行の支店長みたいな方とか，そう
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いう意味で裁判官のイメージと大きく違うなと思いました。 

あと，事件が覚せい剤で，被告は外国人で通訳の方がいらっしゃる。現実感がな

いという意味は，テレビのドラマか何かに参加しているような感じがすごくしまし

て，そういう意味では気楽だったですけれども，だんだんやり始めると，現実の問

題ですので，真面目にやりましたけれども，裁判官の方々の御説明もそうですし，

審理そのものの流れも大体は理解できた。あとでちょっと疑問があるんで，また言

わせていただきますけれども，とにかく全体の流れとしては良かったし，審理も１

日短かったんですよね。ですから，すごくスムーズにできたんではないかと思いま

す。 

 そういう意味では，非常に大変面白い経験というか，ためになる経験をさせてい

ただきました。ありがとうございましたと申し上げたいと思います。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。 

 そうすると，裁判官も，やっぱりそれなりにいかめしくて，何かイメージどおり

の人の方がむしろ現実感があるというわけでもないんですか。 

【６番】 

 いや，そういうことじゃなくて，やっぱり同じ人間なんだなというふうな。 

【司会者】 

 なるほど。そちらの方でしたか。より現実味を増したということにはならなかっ

たんですかね。分かりました。 

 引き続きまして，７番の方，お願いいたします。 

【７番】 

 私は，今年の６月の終わりから７月頭にかけての裁判に参加させていただきまし

た。感想を一言で言いますと，やはり良い経験をさせてもらったなというのがまず

あります。 

 幸いなことに，これまで裁判所と全く縁がなくて，寄り付いたこともなかったん
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です。今回は，選任を入れて６日間，裁判所に通わせていただく中で，裁判所とい

うのを身近に感じたというのと，これまでニュースとか新聞記事で裁判の記事を読

んでも，事実だけを見て，こんなことがあったんだとしか思わなかったんですけれ

ども，裁判員を経験してからは，その裏が見えるっていうか，審理でこんな証拠を

調べたんだろうなとか，そういうようなこともちょっと考えるようになったという

意味では，非常に良い経験をさせてもらったかなとは感じています。 

 やっぱり，裁判官の方って，もっと本当に厳しい顔をされていたり，裁判所の法

廷内ですかね，もっと空気も張り詰めてキーンとするのかなと思ったんですが，割

とそんなでもなかったなというのは，ちょっと感じました。 

 休憩が終わって法廷に入った時に，最前列に子供たちが，社会科見学だと思うん

ですけれども，何か子供たちの顔がずらっと並んでいるのを見ると，「えっ。」み

たいな感じで，ちょっと感じたぐらい，やっぱり法廷って結構自由に出入りできる

んだなというのを感じましたし，そういうことは，やっぱり経験しないと，分から

なかったなというのは感じましたね。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。 

法廷の雰囲気というのは，事件の種類によって，かなり違うのかなという気もし

ますね。何人かの方からお話があったように，覚せい剤密輸入という事件だからと

いう部分も，恐らく皆さんの中にはあるのかなと思いますので，その点も含めて，

後ほど御意見を伺いたいと思っております。 

それでは，最初のコーナーの一番目のところを終わらせていただきましたので，

ここでは，それぞれの方からの御質問というのは受け付けずに，話題事項の２番目

以降にそれぞれ御質問していただきたいと思っております。 

２番目は，具体的な裁判の中身について争点が分かりやすかったかどうかとか，

それから，証拠調べが分かりやすかったかどうか，あと，争点に対する判断という

のが難しかったかどうか，最終的には量刑もありますので，量刑の点についても，
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ちょっとお話を伺うといったような形で進めてまいりたいと思っております。 

まず，争点の理解ということですが，最初の御意見でも出てきたように，初日が

特に分かりづらくて，「あっという間に終わってしまって，訳が分からなかった。」

というようなことにならないようにするためには，この争点の理解をしっかりして

いただけるかどうかというところがポイントかと思います。具体例としては冒頭陳

述のところを取り上げておりますが，冒頭陳述のみならず，初日の入り方とかそん

なことも含めて，御意見がございましたら，よろしくお願いいたします。 

まず，１番の方，もし何もなければ結構ですので，あれば，よろしくお願いいた

します。 

【１番】 

 先ほど申し上げたとおり，裁判官の方と弁護士の方，検察官の方も，多分，事前

調整というのをやっていますよね。やる前に事前に。そこで，多分，皆さんは，ど

れを証拠にするとかっていうのを話し合っているので，そういうのをあらかじめ見

ているというのがあるんですけれども，私たち裁判員は，当日，その場で初めて見

るので，機械的にバーッと進んでしまうと，何を証拠にしているのか，その場では

飲み込めなかったなというのは印象に残っています。 

 後で持ち帰ってきて，評議室で裁判官から再度説明を受けたりして，やっとそこ

で理解ができてきたように感じます。あと，やっぱり海外ということで，証拠が物

とかそういうものしかなかったので，それだけで罪状を決めるのはなかなか難しか

ったのかなというのが，覚えている限りでは，そんなところです。 

【司会者】 

 そうしますと，争点という形で，例えば，冒頭陳述に絞りますと，あらかじめ公

判前整理手続で整理された結果が出てくるんですけれども，そこのところというの

は，簡単すぎて，よく分からなかった部分があるんでしょうかね。 

【１番】 

 それも，一つありました。まだ裁判というもの自体が分かっていないところもあ
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るので，当日は，傍聴の方もいて，やっぱりこちらも緊張しているので，その固い

ままで来て，朝，集合して，一，二時間ぐらいで，すぐやってしまうというのが，

なごめないうちにというのがあったかなと。それで，お昼を食べて午後から，私た

ちの時は，裁判官の方も一緒に御飯を食べたりしたので，そこら辺からなごんでき

て，午後からは，本領発揮というわけじゃないんですけれども，いろいろ自分でも，

これを調べたいなというのが出てきたりしましたけれども，ちょっと午前中は，そ

こまでのゆとりがなかったというのが正直な感想です。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

 では，引き続き，２番の方から，何か争点の理解についてございますでしょうか。 

【２番】 

 私も，１番の方と大体同じような意見で，弁護士なり検察が裁判をやる前の整理

っていうか，その内容っていうのは，逆に，裁判員に説明が事前にあってもいいの

ではないかと思います。どういう整理がされたのかを何も聞かされていなくて，冒

頭陳述なり何なりが始まってしまうと，さっき１番の方が言ったように，聞いてい

るだけというか，聞くだけで精一杯という状況になってしまい，その後，午後にな

ってから争点などの説明があるので，そこは逆でもいいのかなとちょっと感じまし

たね。 

 だから，最初の冒頭陳述は単に聞くだけっていうイメージになっちゃうのかなと

感じました。 

【司会者】 

 公判前整理の内容は，なかなか全面的にお話しできない部分もあるんですが，た

だ，「こういう審理計画になっている理由は，証人を何人調べるからです。」とか

いうことで，そうすると，「今のところの予定では，今回では知情性が争点に一応

設定されています。」といったような説明ぐらいはなかったでしょうか。 

【２番】 
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 余り記憶がないです。 

【司会者】 

 その辺りも，各裁判体によってやり方も違うと思いますし，その辺で気になる点

がございましたら，皆様の方からも是非御意見を伺いたいと思います。 

 では，引き続き，３番の方，お願いいたします。 

【３番】 

 まず，先ほども選ばれると思っていなかったということと，次の日から公判とい

うことで，日常と非日常のスイッチの入替えがうまくできなくて，最初は慣れなか

ったんですけれども，その都度丁寧に説明してもらえたので，初めてなりに少しは

理解して臨めたかなと思っています。 

 以上，ちょっと記憶が曖昧なんですけれども，このくらいで済みません。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

 では，引き続き，４番の方，何かございますでしょうか。 

【４番】 

 私も，初めてだったので，言葉遣いなり何なりが全く分からないというのがあり

ました。最初に，検察官の冒頭陳述があって，次に，弁護人の冒頭陳述があって，

その後，休憩が入ったんですね。多分長くとってくれたんだと思います。別室に移

って，裁判長から「今回の争点，争う点はこれこれこういうことなんです。」とい

うようなことを聞いて，初めて「ああ，そうなのかな。」というような理解に至り

ました。法廷に入っていて，検察官なり弁護人が話していることが素直に頭の中に

入って理解できたかというと，そういう形にはちょっとなってはいなかったです。 

ですから，感想とすれば，休憩の時間を結構長くとってもらって，初めて参加す

るだろう我々みたいな素人に分かりやすく説明してくれると，その後の流れがスム

ーズに受け入れられるのかなというふうに感じました。 

【司会者】 
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 ありがとうございました。 

 最初の冒頭陳述では，なかなか頭に入りづらかったのは，一つには言葉遣いとか

雰囲気に慣れないっていうのがあるということと，あと，その冒頭陳述自体の内容

にもっとこうしてほしかったというのは，御記憶はございますでしょうか。もしか

したら記憶が乏しいのかもしれないんですが。 

【４番】 

 随分飛んでいます，記憶が。 

【司会者】 

 では，後ほど，他の方の意見をお聞きになりながら，もし思い出されたら，お願

いいたします。 

 それでは，５番の方，ございますでしょうか。 

【５番】 

 一連の流れっていうのは，書類等で当日になって知ったんですけれども，できれ

ば，その前にビデオか何かで，こういう流れになりますということを知らせてもら

うことはできないのでしょうか。いきなり書類を当日ポンと渡されて，こういうふ

うな流れで行いますというふうに言われると，こっちもまだ心の準備ができていな

いもので。その点，ちょっと考えてもらいたいんですけれども。 

【司会者】 

 その一連の流れっていうのは，裁判が具体的にどういう段取りで進んでいくかと

いうことでしょうか。 

【５番】 

 そうですね。 

【司会者】 

 なるほど，分かりました。その上で，今日，何をやるのかという説明も併せてあ

るので，もうちょっと早めに知りたいというところでしょうかね。 

【５番】 



15 
 

 ええ。 

【司会者】 

 それでは，引き続き，６番の方，お願いいたします。 

【６番】 

 私は，何か物忘れがいいので，５か月前の事件なんですけれども，どうだったの

かなっていうのは，考えているんですけれども，覚えていないんです。確か，選任

された日に，こういう事件ですよというのが初めてあるんですかね。その時は，詳

しい説明は，確か，ないですよね。だから，初日から何か書類を配っていただいた

んですかね。検察側と弁護側のレジュメみたいな。そういうのを入口で見せていた

だいて，よく分からないうちに，とにかく裁判が始まって，さっき周りの方がいろ

いろおっしゃったように，弁護側とか検察側の話がバーッと出てきちゃっているか

ら，入口としての準備という意味では，裁判員の立場からしますと，入口の情報を

ある程度きちっと教えておいていただいていた方が入りやすいのかなという気はし

ます。何か唐突に，急に法廷で話し掛けてきた感じはちょっとしますので，確かに，

準備も，もう少し丁寧にしていただいた方がという気はします。 

 ただ，争点という意味では，そんなに難しくはなくて，ここで言っていいのかど

うかは分からないですけれども，言葉がまず難しい。絶対言いたいと思ってきたの

ですが，知情性っていう言葉は，辞書に出ていないですよね。知情っていうのは，

今でもよく分からないです。知っていたかどうかということですけれども，薄々感

付いたことまで含めて知情性があったとかっていうことでしょ。それから，共謀共

同正犯という言葉も，非常になじみのない言葉なんですが，それが割と頭の方から

出てくる。裁判員は，そういう法律用語も分からないので，今日言いたかったのは，

そういう言葉の理解を法曹の方は常識として分かっていらっしゃるけれども，私ど

もは全然分からない。そのギャップが最後までずっとあると思うんですよね。今で

も，まだ理解していません，共謀共同正犯って意味が。正犯か従犯かによって相当

量刑が変わってくるわけですよね。だから，本当に正しい，自分が納得できる，理



16 
 

解して量刑を決めるのに参加したのかどうかは，よく分からないんです。だから，

キーワードになるところ，ここは絶対初めの段階でもみんなに分からないと，裁判

そのものが私はおかしいんじゃないかというふうに，今でも思っています。ですか

ら，キーになる言葉については，きちっと時間を掛けたとしても，裁判員がきちっ

と理解できるような形にしてほしかったと。もちろん，そういう説明とかはありま

したけれども，私も，他の方々も，理解していなかったんじゃないかなという気が

しています。その辺は，よろしくお願いいたします。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。 

 最初の始まりの説明の問題なんですけれども，裁判体によってやり方は違うと思

うんですが，一つのやり方としては，選任手続が終わった後に，起訴状の説明とか，

法律用語の説明とか，場合によっては，予定されている争点の説明とかをしてしま

っておいて，それで初日を迎えるというやり方もあります。私たちも，そういうや

り方をとったりしてはいるんですが，恐らく，今の６番の方の御意見だと，なるべ

く早めにという意味で，選任手続が終わった後辺りに，用語の説明とか，予想され

る争点の説明とかがあった方が初日に入りやすいということで，それは，そのタイ

ミングでよろしいでしょうか。 

【６番】 

 そうですね。その用語の説明は，何か資料とかボードでぱっと書いて，評議して

いる途中でいろいろ説明は頂きましたけれども，かちっとした形で知情性とは何か

とか，あるいは，共謀共同正犯がどういうものなのかとかいうような辺りは，資料

とかそういう書類とかできちっと説明をしてほしかったなというふうに思っていま

す。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

 では，最後に，７番の方，お願いいたします。 
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【７番】 

 この前ちょっとお話が出ていましたけれども，やはり当日ですね。前日までに，

起訴状とかは一応読んでいるんですけれども，具体的に冒頭陳述が始まった時に，

自分が経験したことのない情報を初めてそこで聞くわけなんですけれども，最初聞

いた時は，たまたまだったのかもしれないんですけれども，これはドラマじゃない

かというような，現実にこんなことがあったのかっていうような話がいきなり出て

くるわけですね。そういう意味では，流れとしては，いきなり始まったという感じ

にはなったんですけれども，争点という意味では，今日のようにレジュメをつくっ

ていただいたものを見れば，こういうことを争う，こういうことが被告人が認めて

いないところだというのが一応は分かったと。その後，やはり休憩時間を長くとっ

ていただいた中で，裁判長から争点について説明をもう一回していただいて，そこ

で理解することができたんですけれども，法廷内だけで理解できたかと言われると，

そこまで至っていなかったのかなというふうに今回は思う。あっという間に何か聞

いて，終わってしまったなみたいな感じは，確かにありました。 

【司会者】 

 そうしますと，最初に法廷に入って冒頭陳述を聞く前に，どんな準備，どんな情

報があったら，もう少し分かりやすかったという印象なんでしょうか。 

【７番】 

 そうですね。私の担当した案件では，運び屋として何か持たされて持ってきてし

まったんですけれども，そこに至るまでの部分がすごく長かったんです。けれども，

そういった説明がいきなりその時間に始まるので，そういったことは，前日に選任

が終わった後でも時間がありましたので，そういうときに聞かせていただいてもよ

かったのかな。そうしたら，やっぱり入りやすかったと感じます。 

【司会者】 

 具体的な細かい経緯であるとかは，当事者から説明があって，証拠調べをして初

めて分かる事項ですから，そこは，あらかじめ御説明できないので，そこを最初に
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当事者からどれだけ分かりやすく説明してもらえるかがポイントであることは間違

いないんですが，ただ，確かに，そのスケジューリングとか，事前準備とかの辺り

で，うまくそこを入れるようにというのは，こちらの方でも考えなきゃいけないか

なとは思いました。 

 例えば，冒頭陳述というポイントに絞った場合に，ちょっとまだお話ししていな

いことがあったなという方はいらっしゃいますでしょうか。今，どちらかというと，

入り方というか，入り方を中心に御意見を伺ってしまったところがありますので，

特に，検察官，弁護人がそれぞれ話をした内容で，争点が分かりやすかったか，ス

トーリーが分かりやすかったか，分かりにくかったかといったところに絞った場合

に，何か思い出された方は，いらっしゃいますか。何人かの方から御意見は出てお

りますが，どうでしょうか。具体的にはよろしいですか。 

 では，検察官の方からも少し質問していただくような形で，もし，記憶が喚起で

きればということで，特に何か皆さんの方に質問したいこと，もしくは弁明したい

ことは，何かございますでしょうか。 

【香西検察官】 

 分かりにくいというのは，全て検察官の責任と考えておりますので，説明します。

共謀の成否が争われている事件が１件ありますけれども，ほとんどの事案について

は，覚せい剤の知情性なり，覚せい剤が入っているかもしれないと分かっていたか

どうかというところが争点だと思うんです。その点は，恐らく検察官も弁護人も必

ず説明はすると思うんです。 

ただ，どうしても弁護人も検事も時間が限られているせいもありまして，冒頭陳

述が終わった段階でばんばん説明していきまして，こういう事実がありますとか，

メールがありますとか，税関職員さんの前の言動がありますとか，被告人の弁解は

むちゃくちゃですとか，あるいは被告人の方の弁解は信用できますとかですけれど

も，あれを聞いて，果たして知っている知っていないという知情性，そこまではち

ょっと理解できないんじゃないかと。あるいは，果たしてこの事実をどう使うのか
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なという疑問が残っているんじゃないかというのが，私の危惧するところです。 

検事の中には，一番初めに，詳細に「この事実はこういうふうに使うんです。こ

ういう意味を持っています。」という説明をするタイプの検事もいますし，「あと

は，詳しいことは全部の裁判が終わったら一番最後の論告でお伝えします。」とい

うふうに言うタイプも中にはいます。こういうことを言ってくれれば，こう説明し

ておいてくれれば，冒頭陳述の段階でも理解がもっとできたかもしれないなという

のがございましたら，お願いします。 

【司会者】 

 では，同じく冒頭陳述という観点から，特に弁護士さんの方からございますでし

ょうか。 

【中井弁護士】 

 覚せい剤の密輸の否認事件だと，弁護士からは，何でそれを持ってくることにな

っちゃったのかみたいなストーリーを語ることが多いと思うんです。我々が悩むの

は，どこまで詳しく話したらいいのか，詳しすぎても，ちょっと理解できないし，

簡単すぎても，ちょっと理解できないということで，その辺をいつも悩むので，是

非，ストーリーをどれだけ理解できたか，あるいは詳しすぎたか，簡単すぎたかみ

たいなところを，御記憶があれば，お伺いしたいと思います。 

【司会者】 

 ということなんですが，全体的には，やはりその場では分かりづらくて，後で説

明されて分かったというパターンが多かったんですが，何か中身について御記憶が

よみがえった方は，いらっしゃいますか。こんな内容だったんだけれども，ちょっ

とこれは物足りなかったとか。７番の方なんかは，冒頭陳述でそのストーリーが比

較的細かく出てきたという御記憶は，あるわけなんでしょうかね。 

【７番】 

 そうですね。至るまでの経緯がすごかった案件だったので。 

【司会者】 
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 ただ，そこまで言われただけじゃ，すぐすっと頭に入るかというと，入りづらか

ったということになるんでしょうか。 

【７番】 

 そうですね。そこに至るまでの期間にあったことが，どうつながっているのかと

いうのが，最初の段階では，本当に何かドラマのような壮大な感じだったです。 

【司会者】 

 その他の方で，特に当時の具体的な内容の御記憶がよみがえった方というのは，

いらっしゃいませんかね。 

 最終的には，この争点について，皆さん，それなりに理解されて判断されたと思

いますので，それをもう一度冒頭陳述の中に戻したら，そこは「こういう話だった

ら，こういうふうに説明しておいてくれればよかったんじゃないか。」とか，そう

いう感想を持たれた方は，いらっしゃらなかったですかね。特にそういう観点から

も，余り御記憶はよみがえりませんか。 

 分かりました。それでは，冒頭陳述の観点からの争点の理解ということで，余り

具体的な御記憶は戻らないようですので，聞いていた限りで，裁判官サイドから何

かありますか。質問とか意見とかは。 

【秋田裁判官】 

 当事者の冒頭陳述だけだと，分かりにくかったのが，後で説明されて分かったと

いうお話があったんですが，この話題事項の２というところで，裁判官からの説明

についても話題事項になっていますけれども，何かこういう説明が分かりやすかっ

たというような話がありましたら，関連してこの機会に伺えればと思いますので，

よろしくお願いします。 

【司会者】 

 どなたでも結構ですので，何か裁判官サイドからの説明について，どの辺がよか

った，まずかったというふうなところ辺りに記憶が残っている方は，いらっしゃい

ますでしょうか。 
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【秋田裁判官】 

 言葉が難しいという話があったんですが，裁判官の言葉遣いは，いかがでしたか。

分かりやすかったかどうかも含めて，印象でも結構ですので。 

【司会者】 

 その点，いかがでしょうか。 

 先ほどの御意見では，長い休憩の時の説明で初めて頭に入ったというのが４番の

方だったでしょうか。冒頭陳述が終わって，長い休憩の間にかなり説明があったと。

その間の説明について，冒頭陳述の違いとかも含めて，何か御記憶に残りませんで

しょうか。 

【４番】 

 休憩の時に，休憩室に戻って裁判官の方が説明をしてくれました。ホワイトボー

ドを使ってくれたんですね。そこに図を書いてくれたりとか，流れを矢印でもって

説明しながら書き込んでいってくれたりということがあって，私は，初めて「ああ，

こんなことかな。」というのが理解できたわけで，そういうのは，分かりやすかっ

たですね。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

【３番】 

 ちょっとお聞きしたいんですけれども，案件ごとに，冒頭陳述の時間だとか，休

廷の時間というのは違うんですか。私，１回しか出たことがないので，分からない

んですけれども，長い休憩なんていうのはあったか，なかったのかっていうのがち

ょっと分からないんですけれども。どうなのかをちょっと教えていただければと思

いますので，お願いします。 

【司会者】 

 恐らく冒頭陳述の時間なんかは，その事案の時間的長さとか事案の大きさとか，

争点の多さとか，そういうので最初から予定されていますので，もともと「これく
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らいの時間が必要なんだ。」ということが各当事者から申告があって決めていると

いう形になります。もしかすると，もうちょっと長目にとっておいた方が皆さんと

しては理解しやすかったということになるのかもしれませんね。 

休憩時間の方は，基本的に１５分単位ぐらいで必ず休むようには，大体どこもし

ていると思います。ただ，長目の休憩時間をとって，そこで何かを準備するとか，

頭の整理をするとか，そんなことに使う場合もありますので，そこは，恐らく完全

に決まっているというよりは，事件によって，流れによって，どのタイミングの休

憩かでいろいろ変わったりするのかなという気はします。 

印象としては，休憩時間が長かったとか，短かったとか，その辺は，何か御記憶

に残っていますか。 

【３番】 

 適切だったかと思うんですけれども。 

【司会者】 

 その他は，いかがでしょうか。改めて冒頭陳述ということでも結構です。裁判官

からの説明ということでも結構ですけれども。よろしいでしょうか。 

 この辺りは，なかなか記憶が戻らないと，難しいところですので，むしろ，もう

少し記憶に残っているだろうと思われる証拠の問題ですね。これは，皆さんも，そ

れぞれいろんな特徴のある証拠を見たり聞いたりして，それを基に考えたりという

ことで悩まれたポイントじゃないかと思いますので，話題事項の２のイの証拠調べ

についてお伺いしたいと思います。 

 一応，皆さんの記憶の喚起も含めての例示だけはさせていただきました。特にこ

れに限るということではありません。この種の密輸入事件ですと，被告人の渡航経

緯とか，航空券とか，宿泊の予約状況とか，実際に持っていた所持金品とか，メー

ルとかに関する証拠が出ることが多いですので，そういったことも含めて，何かそ

の証拠について，こういう調べ方で分かりやすかった，分かりにくかった，それが

後々の考える時にどういうふうに役立ったのか，役立たなかったのかといったこと
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を含めて，どなたでも結構ですので，よろしくお願いいたします。 

 併せて，そうしたことよりは，むしろ被告人の話とか，証人の話の方がすごく印

象に残っているということであれば，その被告人の話とか証人の話が理解しやすか

ったのか。それとも，あんまり長過ぎて，ちょっと退屈してしまったというような

こともあったのかとか，その点も含めて，併せてお伺いしたいと思います。 

 ここは，７番の方から始めたいと思います。特に証拠調べについて何か御記憶に

残っているところは，ございますでしょうか。 

【７番】 

 証拠調べですけれども，記憶にあるのは，まず，メール，携帯の証拠がやっぱり

大量ですね。本当に大量すぎるぐらい出てきまして，印刷していただいたんですけ

れども，枚数にして，もう分からないぐらい，もう本当に大量で，３０ページ以上

あったのかな。被告人は，外国籍の方だったので，一応英語なんですけれども，英

語が堪能な方でもなくて，母国語が別の外国語だった。裁判中は，別の外国語で通

訳をやったんですけれども，そのメール自体も，別の外国語をグーグルか何かの自

動翻訳ツールで英文にしたような訳の分からない英語，さらに，それを日本語に訳

したもの，それを読んだんです。それが大量にあるということで，しかも，紙ベー

ス，テキストなので，読むのがすごい大変でした。検察の方，弁護の方，どちらも

証拠として挙げていましたので，被告人はこんなことをやりとりしているというこ

とを説明していただいたんですけれども，評議の中でもう一度見ようと思った時に，

大量のメールの中から見たいところを探すのが大変でした。 

 これも，電子データか何かで，全て検索とかできれば，もうちょっとやりやすか

ったのかなというのは感じました。 

 あとは，私は，英語が堪能なわけではないんですけれども，まだ英語の方がニュ

アンスとか何かつかめるんですけれども，別の外国語の通訳ですので，もうはっき

り言って，何を言っているのか分からないです。どういう思いでこの答弁をされて

いるのかというのも，顔を見ても読み取れなかったという難しさはあったなと。そ
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ういう意味では，難しかったのかなと感じました。 

【司会者】 

 そうしますと，大量のメールということですので，法廷の場では，全部というこ

とじゃなくて，検察官が重要だと思っているところをピックアップされたりとか，

弁護人から見て重要なところがピックアップされたりとか，そんな場面は，ござい

ましたでしょうか。 

【７番】 

 はい。法廷内では，重要なところは，スクリーンに映しながら説明していただい

たので，そこで見ているんですけれども，後で見返す時とかは，大変だったなと思

っています。メールのデータが出てくるのは，珍しいとも言われたんですけれども，

被告人のパソコンが証拠品としてあったので，その中に残っていたものを全部とい

うことで，メールがすごく出てきたらしかったんです。とても大変でした。 

【司会者】 

 そうですね。この事件は，具体的な渡航経緯が詳しくメールに残っていたパター

ンなので，ちょっと他の事件とは違うのかもしれませんね。分かりました。ありが

とうございました。 

 それでは，引き続き，６番の方，証拠調べの関係は，いかがでしょうか。 

【６番】 

 余り証拠はなかったのかな。担当させていただいた事件では，弁護側，検察側が

同じような話ばっかりっていう印象が強いんです。両方で同じことを聞いたりする

んです。テレビなんかで見ていても，うんざりするようなことがあるんですけれど

も，そういうものなんでしょうね，裁判っていうのは。だから，すごく面白くなく，

同じようなことばっかりだなっていう印象がすごく強いですけれども。これは，私

どもが勝手にそう思うだけで，やっぱり裁判っていうのは非常にきちっと進めなけ

ればいけないという，そういう手順があるんだなというふうな意味からすれば，こ

れは，退屈な思いをしながら，一生懸命聞いていました。そんなところです。 
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【司会者】 

 恐らく６番の方の担当された事件だと，その渡航経緯を語る証人もいて，証人の

話も併せて考えると，被告人の渡航経緯は，こういうはずだと。それが評価に結び

ついたような事件のように思うんですが，その辺りの，例えば，証人尋問なんかは，

御記憶に残っていますでしょうか。 

【６番】 

 具体的にどうだったかというのは，分からないんですけれども，とにかく，同じ

ことを両方で聞いているっていう感じがすごくしました。 

【司会者】 

 どうしても，重要なところは重なってしまうというところでしょうかね。 

【６番】 

 もう一つは，被告人が外国人だった。だから，よく分からないのは，日本人のメ

ンタリティーと違うんじゃないかと思うんです。ああいう外国の人たちっていうの

は，すごくいいかげんなのかも分からないですね。本気になって罪を犯している意

識なんか全然ないのかも分からないし，本当に罪を犯すつもりもあったのかも分か

らない。そこが，よく分からないところなんです。そういう全然メンタリティーの

違う，国民性の違う人たちを量刑を含めて決めていくということの難しさをすごく

感じました。 

【司会者】 

 ありがとうございました。確か，何人かの方から，被告人が外国人だということ

に伴う理解のしにくさとか，感情の読み取りにくさとか，そんなところが出ており

まして，この辺りは，本当に外国人事件に特有の問題という点もありますので，そ

こも考えつつ，密輸入事件の特徴に絞って，もう少し議論を進めていきたいと思っ

ております。 

 では，５番の方，お願いいたします。 

【５番】 
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 証拠の物品だと，手にとって見ることができたんですけれども，それ以外にスラ

イドを使って，証拠の品を見るということになったんです。時間的に制約があるの

は，分かるんですけれども，パッパッパッというふうにスライドが早く流れていっ

たという感じがするんですよ。スライドに書かれている外国語と対訳みたいな感じ

で日本語っていうふうに書かれているんですけれども，それを読む時間がなかった

んです。 

【司会者】 

 そのスライドというのは，証拠の内容自体でしょうか。どんな証拠だったのか，

御記憶ございますか。何に関する証拠というか。 

【５番】 

 例えば，ホテルの滞在の，どこどこのやつですよという感じのものだったような

気がするんです。 

【司会者】 

 そうすると，渡航経緯とか，経費とか，お金の支払とか，そんなものに関わるも

のでしょうかね。 

【５番】 

 そうですね。 

【司会者】 

 その辺のスライドの変わるタイミングが，もう少しじっくりと理解できるタイミ

ングの方がよかったということが一つということですかね。 

【５番】 

 はい。 

【司会者】 

 外国語のものが出てくることについて，翻訳との関係が分かりづらかったとかい

った点は，ございましたか。 

【５番】 
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それ自体は，普通に訳されていたので分かりやすかったですが，時間がちょっと。 

【司会者】 

 やっぱり時間が一番ですかね。分かりました。ありがとうございました。 

 今回参加された皆さんが担当された事件は，いずれも覚せい剤を隠して持ってき

た事件ですので，とりわけ覚せい剤の隠し方とか，それがどんな意味があったのか

とか，その辺りも，もしかしたら記憶の喚起の一つの要素かと思っておりますので，

お願いいたします。 

 ４番の方，お願いいたします。 

【４番】 

 証拠調べっていうことに関しては，非常に分かりやすかったです。というのは，

覚せい剤１キロパック１３袋を現実に裁判の目の前で見られたんです。触れました。

「おお，これが覚せい剤か。」，「これ，末端小売価格，幾らあるんだろう。１回

どのぐらい使うんだろうか。」と，裁判員の中で盛り上がりました。「これが持っ

てこられちゃったんだね。これが発見されたのならしようがないよね。」っていう

ような感じでした。 

 あとは，隠し方なんですけれども，被告人が工作機械を自分で作って，それを輸

出して日本で売るということだったらしいです。その梱包している中に１３キロの

覚せい剤が入っていたと。それは，本人が全然知らないところで，誰かが途中で入

れたんだというような主張をして争っていたんですけれども，逮捕時に押収した携

帯とか，パソコンとかの中に入っていた写真なり，メールなりを見れば，もう一目

瞭然のような形で，弁護人は何を弁護するのかなと思うぐらい，すごく分かりやす

い話だったような気がします。 

 品物が出てくると，すごく分かりやすいというのが一つと，あと，その工作機械

というのが「日本にあっても，全然使い物にならないものですよ。」ということを

証人が出てきて証明してくれたので，本当に分かりやすく説明してもらえたなと感

じています。 



28 
 

【司会者】 

 確かに，この事件は，特殊で，まさに被告人の持っていた携帯の中に出てきた黒

い塊そのものが写っていて，その中に隠されていたものがあらかじめ写っちゃって

いたという，その辺が決め手になっていたという意味で，分かりやすさがあったん

ですね。 

 そういう決め手となる証拠があると，分かりやすいというところにつながるんで

しょうかね。 

 では，引き続き，３番の方，お願いいたします。 

【３番】 

 私の時も，非常に分かりやすくて，被告人は，女性だったんですけれども，旅行

の前日に男性にフライトバッグとパソコンバッグを買ってもらったと言っていて，

自分が選ばずに買ってもらったということでした。女性って，そういうのを自分で

買ったりとかはあるし，前日っていうと，荷物なんかの用意を自分は早めにしちゃ

うんですけれども，それをまた新しいのに詰め直す手間もあるだろうしということ

と，あと，裸のお香がパソコンバッグとフライトバッグの両方から出てきたりって

ことで，私だったら，そんな詰め方はしないだろう，これは，何かをごまかすため

だろうってことと，あと，押収，携帯のメールが何か残っていて，向こうの言葉か

何かだったと思うんですけれども，覚せい剤の隠語っていうんですかね。クリスタ

ル何グラム，Ｇ，何回分みたいな記述もあったので，そんなに難しい証拠ではなか

ったです。 

【司会者】 

 確かに，一件一件，判断の仕方が違っているんですが，この事件は，恐らく被告

が述べているバッグの収納状況とか，どうやって収納したのかとか，その辺を認定

材料にして判断しているので，必然的に分かりやすさにつながっているんでしょう

ね。 

 それでは，引き続き，２番の方，お願いいたします。 
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【２番】 

 証拠については，メールが多かったという７番さんの発言がありましたが，私が

担当した事件では，メールは，そんなに多くなかったような気がします。逆に，そ

のメールが全てだったのかなという疑問もちょっとありますけれども，そんなに多

くなかったです。 

ある程度，流れで，実際の渡航とか，そういういろいろ証拠品の流れを見ると，

確実に怪しいなというのは分かったんです。 

あともう一つ，ちょっと私も分からないのは，証拠は，いっぱい出てくるんです

けれども，私がちょっと疑問に思ったのは，証拠として，出てきたものというのは，

それは正しいものとして理解するのか。逆に，証拠を確かなものとするために，何

か確認すべきなのかということについて，私なりに疑問に思いました。証拠に関し

ては，そういうことを感じました。 

【司会者】 

 内容的には，全体的に分かりやすかったということになりますかね。 

【２番】 

 分かりやすかったです。 

【司会者】 

 その辺の証拠が信用できるのかどうかとか，その証拠価値がどれくらいあるのか

とかいうのは，当事者の方で争うか，争わないかで決まってくるというような説明

が，確かに，そこまで詳しくはさせていただいていないのかもしれないですね。事

前に，証拠については，このまま調べてもらっても構わないという意見を，特に弁

護人の方が述べている証拠だけが出てきている形になっていたりとか。ただ，そう

はいっても，一応証拠として調べるけれども，信用性とか価値は争いますよってい

う場合もありますので，そういう場合には，そこが争点になったりしています。そ

の辺で，もし御記憶に残っていなくて，特に争点になっていないとすれば，それは，

弁護人がこれはこのまま調べてもらっても構わないという意見を恐らく述べていた
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証拠なのかなという気がしますので，裁判員の方にお願いする時は，争点はそこが

当然ポイントになっていますので，そこについても話し合いましょうということに

なるのかなと思います。 

 そんな形でよろしいでしょうかね。 

【２番】 

 その点では，逆に，弁護人側があんまりそういうことについて具体的に述べてい

なかった，反論していなかったので，検察官の一方的な感じかなっていうような，

あんまり具体的な反論が弁護人側からなかったのかなという感じはしました。 

【司会者】 

 そうですね。その辺りも，確かに，もう少し御説明した方がよかったんでしょう

ね。何も言わないということは，要するに，争わないという態度なので，そこは，

そんなふうに御説明して，「証拠価値が問題となることもあるけれども，今回は大

丈夫ですよ。」ということを，こちらの方で御説明した方がよかったかもしれませ

ん。 

 では，引き続き，１番の方，お願いいたします。 

【１番】 

 証拠調べという点では，この事件では余り証拠がなくて，物と航空券ぐらいで，

メールとかは一切なくて，それでも，法廷では，５番の方が言ったみたいに，スラ

イドでガーッと流れてしまって，午前中っていうのもありまして，その場では全て

が理解できなかったんですけれども，その後，休憩とかで戻ってきて，裁判官の方

が「証拠をちょっと持ってきました。」と言って，私たちの事件はスーツケースの

中に包んであったんですけれども，そのスーツケースを持ってきて現物を見たりし

て，そこでやっと理解できたかなというふうに思います。 

 あと，裁判中に１個，弁護人の出した証拠が引っ込められたんですね。「取り下

げます。」とか言って。なぜ取下げになったのか理解できないまま終わってしまっ

たのが１個あったので，そこは，ずっとクエスチョンだったんです。 
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【司会者】 

 その弁護人から出されていた証拠というのは，どんな証拠だったのか御記憶はあ

りますか。 

【１番】 

 今は，もうあまり覚えていないんですけれども。何か，「じゃ，取り下げます。」

って，多分言い合いじゃないですけれども，何か検事さんの方となって。 

【司会者】 

 そうですか。「必要がなくなったので，もういいです。」っていう場合もありま

すし，そういう形で争われる場合もあったりしますので，その辺りは，どこまでこ

ちらの方でうまく説明できているかどうかというところが，もしかしたら，ポイン

トなのかもしれませんね。 

 確かに，１番の方が担当した事件は，判決を読む限り，具体的な証拠が少なくて，

「一般的に言って，それは知っているはずだよね。」っていうような，「組織の方

からしたら知らせるはずだよね。」っていう，そういうところが中心のようです。

ただ，税関検査での様子なんかが少し判決の中では使われていましたので，その辺

り，何かございましたか。 

【１番】 

 一般の私たちからすると，税関職員は公務員なので，信頼するという頭だったん

ですけれども，弁護人も，検察官も，もう被告人の対応はそれだけで行ったんです。

私自身は，それをずっと聞いている中で，「証人がうそを言うことはないのかな。」

と思ったりしてですね。ちょっとそういう曲がった質問をして，証人の方が苦笑し

たりしていましたけれども。 

 あとは，持ち帰ってから，証拠よりもやっぱり被告人の方の対応で論議していっ

た形になります。 

【司会者】 

 やっぱり証拠調べとしては，スライドの見せ方とかタイミングとか，その辺に一
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番注意してもらいたいというところでしょうかね。 

【１番】 

 そうですね。 

【司会者】 

 では，一応ざっと伺いましたので，ここでまた当事者から具体的な質問事項がご

ざいましたら，質問していただきつつ，もう少し記憶を喚起させていただきたいと

思います。まず，検察官の方から何かございますでしょうか。このコーナーで質問

しておきたいことというのが。 

【西村検察官】 

 話題になった６番さんの事件に一部関与しておるんですけれども，同じことばっ

かりという印象を持たれたのは，共犯者の女性も証人として呼んできているんです

けれども，この共犯者の女性の言っている内容は全部が全部受け取れませんよと，

かなり不自然なことを言っているので，やっぱり質問事項はかなり多くなったかと

思います。 

そして，あと，外国語の通訳だったんですけれども，通訳の媒介過程をたどる際

に，どうしても証人とか被告人と，あと通訳さんが言っているやりとりが，いまい

ちかみ合わないところがあったかなというような事件でした。それで，質問が繰り

返されたり，あと，弁護人は反対尋問ですので，どうしても，「先ほど，検察官に

対してこうこう言いましたね。」っていうのをまず１個確認して，そして，質問を

したいということでやったんですけれども，その「検察官に対してこう答えました

よね。」っていうところの答えがうまく出なかったり，あと，通訳がうまくいかな

かったり。そして，あとは，被告人のこのバッグ，糸巻きですね。ドラッグででき

ていると思ったという供述をしたけれども，でも大丈夫と思いましたというところ，

そこは，やっぱり当事者双方，そして裁判所も，そこの過程はかなり念入りに質問

をしていました。やっぱり通訳を介すというところもあって，同じことを何回も議

論になっているという印象を持たれたかなという感じを受けたところでございます。 
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あと，同じことで少し退屈に感じられたということで，今回の話題事項にも証人

の証言，証人尋問や被告人質問に，退屈だったというようなところはありませんで

したかという項目があるんですけれども，検察官も，弁護士も，分かりやすい証人

尋問，分かりやすい被告人質問をやりたいという意識でやっていると思います。 

何か退屈とか，「暇」とか，「飽き飽きしている。」っていう言葉が出ましたけ

ど，当事者としては，楽しませるとか，エンターテインメントをするっていう意識

は余りないので，退屈って言われると，「あれ。」っていう感じを受けました。密

輸事件って皆さんにとってはなじみがないとか，あとは，外国人を対象としている

事件だと，裁判員の方から退屈だったというような印象が述べられて，やっぱりこ

ういう話題事項になったのかなと思ったんですが，どうなんでしょうか。 

【司会者】 

ここは，分かりにくければ，結局，退屈だったという印象で終わるだろうという，

それも含めてですかね。 

【６番】 

 私は，退屈という言葉が悪かったかも分からないですね。同じ確認を何回も両方

でするということと，それと，通訳があるから，同じ話が何回も出ると，そういう

意味で退屈というか，くどいなという気は確かにしました。それは，やむを得ない

なという気もします。退屈という言葉があれだったら，申し訳なかったですけれど

も。 

【司会者】 

 その他，検察官サイドから具体的な証拠調べの内容について聞いておきたいよう

なポイントはございますか。 

【香西検察官】 

 スライドを流すのが早いというところがありましたので，ちょっと言わせてくだ

さい。 

 スライド，特に航空券とか，飛行経緯とかいうのは，恐らく多くの検察官がその
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内容を原証拠を翻訳した日本語を読み上げて，何時何分に行っていますと。それで，

パワーポイントには，恐らく原証拠としての外国語のバーッと書いているものを並

べていると思うんですね。我々は，訳したり重要なところだけを引き出して，この

フライト予約は大体要約すると，こういう３行ぐらいの外国語になりますと，その

他は，あんまり注目してもらわなくても結構ですという趣旨でまとめてしまってい

るんですけれども，そういうところもやはり，検事が読んでいない部分とか，そう

いうのが気になってしまって，スライドが早いという御趣旨なんでしょうか。 

【司会者】 

 では，５番の方，お願いします。 

【５番】 

 被告人が外国人なので，どうしても言葉の壁っていうのがあるんです。一応スラ

イドを見るじゃないですか。それに対して，被告人の方で説明みたいなことを弁護

人を交えてやっているんですけれども，それで，言葉の壁がありまして，どうして

もそのスライドと二つを両方一遍にドッとやられるような感じがするんですよ。そ

れで，理解がちょっとできないっていうのが１点あるんです。 

【司会者】 

 外国語の証拠ではあるけれども，証拠そのものなので，それもちょっとじっくり

見たいという気持ちもあるというような，きっとそんなところなんでしょうね。翻

訳は，翻訳で分かるんだけれども，確かにそのもの自体は見たいっていう。他も，

そういう証拠もあるのかなという気もしなくはないですね。 

 では，引き続き，弁護士サイドからございますでしょうか。 

【中井弁護士】 

 こういう海外の事件だと，弁護側から何か客観的な証拠とかというのを出すのは

すごく難しいことが多くて，ほとんど被告人本人の話ぐらいしかないことが多いん

です。今回お集まりいただいた方の件は，恐らくみんな有罪という結論で，被告人

の話は信用できないという結論が出たんだと思うんですが，３番の方，４番の方か
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らは，さっき，客観的なものからとか，言い分がそもそもっていう話がありました

が，他の方は，どういうポイントで，この人の話はちょっと信用できないなってい

うふうに最後結論が出たのか，あるいは，聞いているその場で，もう法廷で思った

のか，評議してから思ったのかとか，そういったことで何か御記憶があれば，ちょ

っと教えていただきたいなと思います。 

【司会者】 

 その辺り，若干争点に対する判断の方にも入るのかなとは思うんですが，ポイン

トになった証拠がどんな証拠だったのかということで，御記憶にあればということ

で，どうでしょうか。自分の事件では，この証拠がポイントだったなというのが，

３番の方とか，４番の方と同じように，何か御記憶に残っている方は，いらっしゃ

いますでしょうか。 

 まずは，証拠の重要性が分かりやすかったっていう，そういう観点ですかね。 

【２番】 

 ちょっと回答が合っているかどうか分からないですけれども，私の裁判の場合は，

外国でその覚せい剤らしきものを渡されて成田に来たという関係の人でも，外国で

の状況っていうか，レストランに行って，実際に来る時にもアポイントメントとか，

その辺も余りとられていなくて来て，レストランで話をした次の日に駐車場で物を

渡されたとか，そういう不自然な行動，次に別の外国へ行こうとしていたのに突然

日本へ来たとかっていう，ある程度私たち裁判員が感じても不自然な行動であった

んですけれども，その辺のことについて，弁護人側がちゃんと説明に対する反論が

なくて，実際，恐らく反論があったのは，メールに関しての反論だったと思うんで

すけれども，だから，そうなると，あんまり弁護側がどうなのかなっていう，裁判

員が不自然だなと感じているところと弁護人が考えている論点が違うから，それは

そうなるんだろうと思うのですけれども，何かそれがよく分からなかったというか，

そういうところがありました。 

【司会者】 
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 ありがとうございました。 

そんな視点で結構ですので，何か他の方からもございますでしょうか。 

【１番】 

 証拠は，あんまりなくて，先ほど話したとおり，物と被告人の言葉ぐらいしかな

かったんですけれども，やはり外国人なので，日本人と同じ感覚で言ってはいけな

いかもしれませんけれども，私たちの感覚からすると，やっぱり不自然だなと感じ

ました。私たちには，普通だったら，日本に来るなら直接成田に来ればいいのに，

移動が不自然で，「普通はないでしょ。」というのがありましたので，やっぱりそ

ういうところが弁護人の弁護では詰め切れていないといいますか，弱かったなとい

う印象は残っています。 

【司会者】 

 ありがとうございます。 

 ほかに同じような視点で，いかがでしょうか。 

 それでは，７番の方，お願いいたします。 

【７番】 

 やはり今ありましたけれども，被告人の方で不自然だなという思う行動をとられ

ているんですね。私の担当した案件でも，実際は外国から持ち込んだんですけれど

も，それよりも１か月以上も前に別の場所に一度行って，そこに１か月間拘束され

ているようなひどい目に遭っているにもかかわらず，もう一度何か遺産がもらえる

からなんていう話に乗って，もう一度行こうとしてしまう，そこで明らかに「何か

疑い持つでしょ。」っていうようなこともあったんですが，そこに対して弁護側か

らの反論というのは，詰み切れていなかったのかなと感じました。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

 何人かの方からそのような意見が出ていますが，弁護人サイドからは，何かござ

いますか。 
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【中井弁護士】 

 言い訳のしようもないんですけれども，やっぱりなかなか苦しい，不自然なとこ

ろって，なかなか説明が難しいところがありまして，もちろんできるだけ説明しよ

うとは思うんですけれども，それでも足りないということになってしまっているこ

とは多いのかなと思いますが，やっぱり不自然だと率直に感じるところをしっかり

弁護していかなきゃいけないと改めて思いました。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

 それでは，大分時間も押してきましたので，この話題はここまでということで，

最後，争点についての判断もしくは量刑についての判断で，どんな点が難しかった

のか，そのために，今度は検察官の論告とか弁護人の弁論ということで，これもど

こまで御記憶にあるかという問題があるんですが，検察官の論告とか弁護人の弁論

というのがどれぐらい役立ったのか，それとも，やはり記憶にないくらい役立って

いないのかといったところを含めてお伺いしたいと思います。 

 これも，７番の方からお願いいたします。何かございますでしょうか。争点でも，

量刑でも，どちらでも結構です。 

【７番】 

 論告ですが，冒頭陳述から来て最後も聞いて，検察側の方が理詰めができていた

と感じました。審理の中でも，裁判の話の中でも，自分が考えたとおりの理詰めだ

ったので，納得いったのかな。 

 弁護人の方は，先ほども申しましたけれども，やっぱり不自然だなと思ったこと

に対する反論というのは，詰めがちゃんとしていなかった，とられていなかったな

と感じました。 

 量刑の方は，全く何もない状態で決めろっていうのは確かに難しいと思うんです

けれども，過去の判例を参考にしてやるのかなというところで決めたので，過去の

事例というのが占める割合は大きかったかなとは思います。 
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【司会者】 

 ありがとうございました。 

 それでは，引き続き，６番の方，お願いいたします。争点でもどちらでも結構で

す。 

【６番】 

 まず，弁護側と検察側の言うことがちょっと違うことがあったんですけれども，

思ったのは，私が担当した事案は，逮捕から裁判が始まるまで，どうも１年ぐらい

掛かっていたようなんですね。その間に，取調べを当然いっぱいしているわけです

よね。 

【司会者】 

 １年っていうのは，裁判の準備期間もありますので，基本的に。 

【６番】 

 基本的には，検察側というか，警察がずっといろんなことを調べているわけです

よね。それで，そういう調べている内容から，検察側は，「こういうことをしたで

しょ。」っていうふうに言うわけですよね。ところが，証言とか何とかになった際

には，違ったことを言ったりする。だから，その辺が検察側と弁護側の意見の違い

になったり。ちょっと今，十分お話通っているかどうか分からないんですけれども，

例えば，１年間ぐらいの取調べの期間の中で，何かポロッと言ったことが，ポロッ

と言わされちゃったようなことが被告側にないのかな。後で最後，裁判になった際

に，言っていることとちょっと食い違っちゃう。だから，それは，どっちが正しい

かどうか，よく分からないですけれども，検察側と弁護側の違いが，多分取り調べ

る際，警察か検事側か知らないですけれども，取調べの際の情報って，多分違うん

ですよね。そこで差が出てくるから，何となく弁護側と検察側の言うことが違う。

すなわち，量刑に対する要求度が違う。裁判では，いろいろそういうことも分かっ

た上で，被告人のとか，あるいは，いろんな証言を総合的にやる。それで，検察側

の言うのは違うということで，裁判で棄却されたことが幾つかあるわけですね。 
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私が言いたかったのは，要するに，検事側と弁護側の違いがあるんじゃないかな

っていうこと。棄却したということは，取り調べたことが認められないということ

ですよね。だから，よく分からないのは，こういうのは難しいのは，被告人がいろ

んな長い中で，もう疲れちゃったか何かして，いろんな質問や同じような質問をさ

れたりとか，いろいろなことを言われて，ついつい「ああ，やっちゃいました。」

みたいに，要するに，冤罪とは言わないですけれども，ひょっとして言っちゃった

ようなことが，そういうのがずっと何かあって，それが検察側の求刑になっている

のかなっていう気がしました。 

 これは，ちょっと結果的にはよく分からないですけれども，それは，要するに，

取調べの在り方がよく見えていないから，ちょっとこちらが見えていないところも

あるという意味も含めまして，それが先に立っていて，よく見えていない。ちょっ

と説明が悪かったかも分からないですけれども，取調べと裁判のやり方っていうの

が，その情報が全部一緒じゃないから，検察側の求刑と弁護側の言うことがちょっ

と違ってくるのかなっていうふうに思ったことがありました。 

 もう一つは，量刑を決める上で，今でも私は自分で間違ったかなと思っているの

は，共謀共同正犯っていったら，二人で両方相談して「悪いことしようね。」って

言って，両方が同じような立場でやったって印象があるわけですよね。ところが，

そうではなくて，何かずるずるって引き込まれちゃって，具体的な相談もなしに，

ないことになっているんだけれども，それは，もう検察側の話も弁護側の話も全部

ひっくるめて，全部の流れの中で見ると，被告人は「一緒にやろうね。」っていう

話をしたわけじゃないし，何か持たされちゃったと。「これ，覚せい剤よ。」とい

って持たされたわけでもない。知らないうちに持たされちゃった。知らないうちに

巻き込まれちゃった。それで，成田で見付かっちゃったっていうことになっている

んです，私の事件は。それで，共謀共同正犯っていうふうに結果的には当てはまる

っていうことだったんですけれども，そこのところが，まだ，いまだによく分かっ

ていない。 
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だから，何回も，また話を戻しますけれども，そういう大事な概念，大事なキー

ポイントの言葉っていうのをどれだけみんながきちっと同じ土俵に乗って理解でき

たかっていうところが，今，一つ大きな反省として私自身は残っています。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

最初のお話は，検察官と弁護人の主張が対立していてというか，違う意見を述べ

て，それを参考にして判断をしたという，逆に，そういう理解でよろしいんでしょ

うかね。 

【６番】 

 結果的にそういうことですね。 

【司会者】 

 捜査段階で言っているのと公判で言うことが違ってくるのはよくあることで，や

はり公判でしゃべっていることが信用できるかどうかを，恐らく皆さんと一緒に判

断していただくという形でやっていたと思いますので。 

 それでは，引き続き，５番の方，いかがでしょうか。 

【５番】 

 私の扱った案件は，被告人が典型的な，運び人っていうような事件だったんです

けれども，その運び人が素人か玄人かって言われたら，確実に，もうこれは素人だ

と誰が見ても分かるような人だったんですけれども，それで，量刑を決める際に，

素人だからこうなのか，玄人だからこうなのかっていうふうに，その線引きにちょ

っと悩みました。 

【司会者】 

 事実認定の争点の方では，何か印象に残っている点はございますか。よろしいで

すか。 

 それでは，４番の方，お願いいたします。 

【４番】 
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 争点については，判断は難しくなかったです。品物そのものが出てきているし，

写真だとか，メールだとかも，つじつまが合うような形で述べられていたんだと思

います。 

 それで，量刑がすごく難しくて，覚せい剤の量が，裁判長いわく，とてつもない

大量で，過去にも数例しかないぐらいの多い量らしいんですね。我々は，素人だか

ら，どういう判断基準で量刑を決めるのかが分からないので，一応，過去はこんな

もんだよというのを見せてくれるんですけれども，それにも当てはまらないぐらい

多いんですね。マックスで確か２５年ぐらいの刑があるらしいんですけれども，ど

うやって判断していいのかが分からないと。それで，一応，十何年かというのに決

まったんですけれども，いまだにそれが，その量に対しての量刑の重さっていうか，

多さに合っているのか，合っていないのかなっていうのがまだちょっと疑問なんで

すね。多分，日本の国の中では，このぐらいだけれども，外国に行くと，同じ量で

も恐らく違う刑になるんだとは思うんですけれども，判断基準がよく分からないの

で，難しかったというところです。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

逆に言いますと，覚せい剤の量が量刑を決める上で重要なポイントだというのは

理解できて，ただ，大量すぎるので，それを数字に置き換える時に，例がないので，

困ってしまったというところなんでしょうかね。 

 仮に，余り例がないというところで困られたとすると，それは，まさに裁判員の

皆さんの感覚をまず一番大事にすべきようなポイントにも思いますので，そこは，

恐らく皆さんの意見も反映されたという，そういう部分もございませんか。そこの

ところは。例がないだけに，自分たちが決めたんだというような，そんな感覚は，

ございませんでしたか。 

【４番】 

 結局は，そうなるんでしょうけれども。 
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【司会者】 

 分かりました。ありがとうございました。 

 それでは，３番の方，お願いいたします。 

【３番】 

 自分の時は逆に，量刑に関する判断は難しくなくて，「重さと今までの判例で，

大体これくらいですよ。」みたいなアナウンスが事前にありまして，中身としては

覚せい剤６包みで，私も使ったことないので分からないんですけれども，乱用者の

平均使用量の６万５０００回分と言われても，ちょっとぴんと来なかったんですけ

れども，その重さで大体これくらいの罪ですということがありましたので，比較的

分かりやすく，皆さん「そうなんですか。」と納得されて，理解をされていたかと

思います。 

【司会者】 

 そうしますと，前提となる量刑の決め方のところの説明は，それなりに分かりや

すくて，この事例に入ることができたということでよろしいですか。 

【３番】 

 はい。 

【司会者】 

 そうですね。３番の方の事件は，事実認定の方は比較的分かりやすかったという

ことでしたからね。 

 ２番の方，いかがでしょうか。 

【２番】 

 被告人がやったのは確実だなっていうのは理解して，間違いないなと思ったんで

すけれども，一方で，確定的な証拠っていうのは，本当にあるんだろうかとか，ち

ょっとよく言われているように，疑わしきは罰せずとか，そういうことがあって，

自分なりには，もう確定的に犯人だな，もうこの人がやったんだなとは思うんだけ

れども，その辺との葛藤っていうのも，ちょっと一般人としてはありました。 
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 それと，さっき言葉の話がありましたけれども，推論という言葉と故意という言

葉についての考え方についていろいろ調べてみると，そういう形で裁判も起こらな

いといいなっていうのは分かるんですけれども，推論で結審されるっていうか，さ

れていいのかなっていう葛藤みたいのもありました。実際には，その人が犯人だな

っていう確定は，私なりにしていましたけれども，内心では，葛藤もありましたと

いう状況ですね。 

 それと，量刑に関しては，その求刑と今までの判例に基づいて決めたので，そう

いうものかなということで納得したという状況です。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

恐らく一番最初の話は，外国で起こったことで，被告人が話していることが不自

然だなと思うんだけれども，普通だったら，それの裏付けがあるとかないとかで判

断できるんだけれども，そこが何もないまま，最後まで行かなきゃいけないところ

がこういった事件の一番の難しさだと思うんですよね。その辺りが，この種の事件

で皆さんに御負担を掛けているところかなというふうに思います。 

 １番の方，いかがでしょうか。 

【１番】 

 まず，争点という意味では，結局，弁護人も，検察官の方も，被告人が言ったこ

とに基づいてやっていますけれども，その共犯というか，「外国の方で，その人物

が本当にいたかどうかも実際は分からない。」とかいう話が裁判長からもありまし

て，だから，議論としては，「そうすると，推定無罪になっちゃうんじゃないか。」

っていうのがあったんですけれども，そんな話をしたら，何も進まないということ

で，結局は，被告人の行動ですね。それを見ながら崩していったっていうのが，そ

こにはあるんですけれども，なかなかそこは難しかったかなと。ほとんど証拠も何

もなく，本当にその被告人が言ったことをうのみにっていうか，それだけでやって

いいのかなっていうのはありました。 
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 量刑については，裁判官の方から，事前に，皆さんもおっしゃったように，全部

教えていただきましたので，納得はしたんですが，ただ，実際，私たちの被告人は，

言葉は悪いですが，余り裕福な方じゃなかったので，実際，罰金は払えないんじゃ

ないかなと思ったんです。なので，「罰金を付ける意味はあるんですか。」って言

ったら，「一般的だから。」と言われたんです。一般的というか，「みんな付いて

いますから。」っていう感じだったんですけれども。だったら逆に，罰金を付けず

に，その分，量刑を重くした方が実際はいい，同じことなんでしょうけれども，罰

金を付ける意味がいまいち後々まで残ったというのと，あと裁判費用ですね。それ

を被告人の負担にするかということがあったんですけれども，そこも，事前に話が

欲しかったなと思いました。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

恐らく一番最初のその人物がいたかどうかも分からないのにといったところは，

この事件だと，証拠も少ないので，要するに，覚せい剤が大量で巧妙に隠されてい

るので，必ず組織がこれは準備したはずだと。そうすると，ちゃんと回収しなきゃ

いけないから，回収するための方法をとっているはずだというのを理由にしないと

いけなくなってしまっているので，そこのところは，やはりなかなかそう言われて

も，そんなに普段ある出来事じゃないので，すうっと頭に入るという感じでもなか

ったですか。やはりそこの部分は。 

【１番】 

 そうですね。実際，本当にそういうこともあるのか，日本人の感覚だけでやって

いいのかなという，向こうの現地のことをですね。どういう付き合いっていうのが，

日本人からしたら，そんな数回話しただけだったら，最初に会った人に，「日本に

行かないか。」とか言って，それで，「日本に行く費用を出してあげるよ，一人で

行けよ。」って，そんなの普通あり得ないと思うんですけれども，向こうの国の方

だと，いろんな国をよく行き来しているので，普通なのかなとか，そういうところ
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で，ちょっと難しかったです。 

【司会者】 

 なるほどね。そうですね。外国人だから，文化の違いとか感覚の違いが分からな

いって悩む例っていうのは，やはりありますかね。ありがとうございました。 

 それでは，時間も押してきましたので，裁判所サイドから，先ほどの点も含めて，

何か質問ありますか。先ほどの証拠の点とこの点と併せてという感じであれば。 

【秋田裁判官】 

 皆さんから争点に対する判断と量刑に関する判断のことを伺ったんですが，その

前提となった検察官の論告とか，弁護人の弁論というのは，どんな感じでどの程度

使ったか，もし記憶があれば，教えてください。 

【司会者】 

 先ほどちょっと触れていただいた方もいらっしゃいますが，改めて論告，弁論と

いうことに絞った場合に，大ざっぱにでも，どんなものでどれぐらい役立ったか，

役立たないっていう，何か明確な印象をお持ちの方は，いらっしゃいますでしょう

か。論告，弁論に絞っていただいて結構ですけれども，ございますか。 

 先ほどの関係では，恐らく余り出ていないですか，今のところは。やはり冒頭陳

述と一緒で，この段階ではなかなか具体的な内容とか，それが役立った，役立たな

いという印象も残っていない感じなんでしょうかね。もともとそれまで述べられて

いた事件が分かりやすかったか，分かりにくかったということとの対比だとは思う

んですが，すごく分かりやすかったという，例えば，３番，４番の方から見れば，

検察官の論告がすっと頭に入るみたいな，そんな感じでしょうか。 

 ちょっとその点も余り御記憶がないようですので，各当事者の方から，これとい

う何か質問，これまでのところでございますでしょうか。 

【西村検察官】 

 ６番の方の事件に，私が共同立会していたので，どうしてもちょっと出てしまう

んですけれども，この被告人の供述，録音，録画のＤＶＤを再生して弁護側と被告
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側と対立になったところの立証をやっているんですけれども，共犯者から１万ドル

っていう言葉は出たんだけれども，それが報酬だというふうに明確に被告人は認識

していたかどうか，そこが対立していて，録音，録画のＤＶＤを再生したりしたと

いう，そういう事件ですね。 

 今回，御意見を伺って参考になったのは，起訴した後は，検察官は，取調べをや

っていません。ですから，勾留している２０日間しか取調べをやっておりません。

起訴した後は，取調べをできないので，やっておりません。今回は，その取調べ内

容の通訳が正しかったのかとか，そこが弁護側と意見が食い違っていて，それで，

裁判が始まるまでの準備期間が１年近く掛かったというようなものでございます。 

ですので，取調べのＤＶＤを再生したんですけれども，やっぱりいつの段階のＤ

ＶＤかとか，２０日間で取り調べたところのものですとか，そういう説明とかそう

いうのを，法律家の間では当然なんですけれども，やっぱり一般の方には分からな

いということを認識しまして，きちっとした説明をしないといけないかなというふ

うに感じさせていただいた次第です。 

【司会者】 

 そのほか，よろしいですか。 

【伊藤弁護士】 

 残念ながら，争点について判断することは難しかったですかというところは，証

拠上，有罪は明らかという形で，お話が進んでいたかと思いますが，この結論，争

点を判断する中で，「こういう証拠があればな。」と，ちらりとでも思ったものが

あれば，御意見をいただきたいと思います。 

【司会者】 

 そうですね。外国の事件ということで，限界はあるんですけれども，それでもや

はり「ちょっとこの証拠，足りなかったな。」というのが話題になったような事件

は，ございましたでしょうか。どうでしょう，どなたでも結構ですけれども。 

 どうぞ，１番の方。 
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【１番】 

 やはり検察の方は海外まで行けないということだったので，もし弁護人が問題な

ければ，海外に行って，その共犯者があるんであれば，そういうのができるのがあ

れば，そういうものをとってくるとかいうのがあるといいのかと。 

 あとは，情状酌量というところで，私たちの事件では，被告人の母親が日本に来

て陳述するって話だったんですけれども，やむを得ない事情なのか，ちょっと分か

らないんですけれども，お手紙だけになってしまった。そうすると，やっぱり弱く

なってしまったので，そういうのができればよかったのかなというふうには思って

います。 

【伊藤弁護士】 

 すみません。ちょっと聞こえなかったんですが，海外に行って何をというふうに

おっしゃったのか，もう一度説明をお願いします。 

【１番】 

 実際，その共犯者と思われる人とか，その友人関係とかですね。私たちの担当し

た事件では，本当にその人がいるのかいないのかが争点になっているところもあり

ましたので，そういうところが調査できると，もしかしたら，被告人に有利になる

可能性もありました。不利になる可能性もありますけれども，そういうところで，

また流れが変わる可能性もあるのかなと思いました。 

【伊藤弁護士】 

 ありがとうございます。 

【司会者】 

 恐らくまれにアクセスできる事件では，電話とかフェイスブックとかで一生懸命

アクセスしていただいて，出てきている事件もありますので，そこは，皆さん努力

されているんでしょうけれども。いかんせん，なかなか手掛かりがなかったり，ア

クセスができなかったりということで，証拠不足になっているのかなという感じは

しております。実際にされた事件も，私たちは経験をしておりますので。 
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【２番】 

 私の事件でも，外国に関係者っていう人がいるんですね。じゃ，その人について，

弁護側もそうだけれども，検察側も，調査っていうのはしたのか，しないのかって

いう，そういう人に関しての話は，「会いましたよ。」っていうだけの話であって，

何も調べた感じもないし，そういう人が存在しているにもかかわらず，その人につ

いては何も調べていないというか，検察側も，弁護側も，その人について何を言っ

たということもない。争点にならないと言われちゃえば，それまでなんですけれど

も，何か調べてもいいのかなっていうふうな感じを持ちました。 

【伊藤弁護士】 

 ありがとうございました。 

【司会者】 

 どうぞ。 

【３番】 

 自分の時も，被告人が言うには，関係者からバッグを預かったということがあっ

たんですけれども，全く法廷にも来ず，結局，本当にそいつはいたのかということ

もあります。あと，弟の証人尋問も予定されていたようなんですけれども，どうい

った都合があったか分からないんですけれども，来なかったということで，結構，

こういったケースって，登場人物が複数いるにもかかわらず，全く登場しないで求

刑まで行ってしまうような流れになるんでしょうか。 

【司会者】 

 検察，弁護を含めて，証拠が外国にあるっていうことの障害が非常に大きいと，

そこがどうしても分かりづらさとか，物足りなさにつながっているというのは，非

常に私たちも実感しておりますので，可能な限り，そこは何とかしたいなと思って

おります。 

 それでは，そろそろ時間もありますので，最後に，一言ずつ皆さんの方から頂い

て，意見交換会としては終了ということにしたいと思っております。 
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 これまでの裁判自体に関するものということではなくて結構ですので，お仕事の

関係とか，スケジュール調整の関係とか，御家族との関係とか，職場でどういう話

題になったとか，いろいろなことを含めて，何か最後に一言ずつ述べていただけれ

ばなと思っております。 

 では，最後，また戻って，１番の方からお願いいたします。 

【１番】 

 経験としては，やっぱりなかなかできる機会じゃなくて，自分で手を挙げてでき

るものでもないので，やってよかったなと思います。いろんな年代やいろんな職業

の方と意見交換できるっていうのは，なかなかないと思いますので，これは，一生

自分の将来にわたっても糧になったかと思います。 

 あと，世間的に考えても，自分が仕事をやっている関係で，どうしても同僚とか

主要な取引先には，「裁判員で１週間休みます。」という話をしたんですけれども，

「そんなこと言っていいの。」とか言うので，どこまで言っていいっていう線引き

が，「裁判員をやっていること自体を言っちゃいけないんじゃないか。」とか，世

間的には結構そう思われているところもあったので，そういうところの告知は，も

っと法曹界全てでやっていただいた方がいいのかなと思います。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

 ２番の方，お願いいたします。 

【２番】 

 こういう機会を持って，大変ありがたく思っています。 

 私の勤めている会社には，法務コンプライアンス部というのがありまして，社内

への啓蒙活動というか，結構やっていただいているんですよね。どういう形でコン

プライアンスの啓蒙活動をしているか，ちょっと分からないんですけれども，それ

は，裁判所と連携しているのかどうか分からないんですけれども，結構，啓蒙活動

されているので，休みをとるにも，結構，楽にとれますし，会社全体がそういう雰
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囲気にはなっていますし，恐らく裁判員に選定する時期っていうのを知っているの

かどうか分からないですけれども，その前には必ず全社員に「参加するように」と

いうようなのが来る，これは，全員にメールが来るような状況になっていますので，

そういう面では，なかなかそういう啓蒙活動も重要なのかなというふうに思います。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。 

 ３番の方，お願いいたします。 

【３番】 

 今回，こんな貴重な体験をさせてもらいまして，まずは，ありがとうございまし

た。 

 職場で行った人はないようなことでしたので，大体聞かれるのが，どういった内

容だっていうことと，いつそれをしゃべっちゃっていいのか，しゃべらなかったん

ですけれども。あと，聞かれたのが，報酬をどれくらいもらったのかということを

聞いてくるような先輩がいて，うまくかわしたつもりなんですけれども，どの辺を

いつどこまで言っちゃっていいのかっていうのが，ルールがちょっと余り自分の中

で理解できていなかったので，今でも，うまくごまかして黙っているんですけれど

も。どれを言ってよくて，どれを言っちゃだめだという判断がちょっとつかなかっ

たですね。 

 あと，私事ですが，また今度，衆議院議員の選挙と最高裁判所判事の国民審査が

あるので，これを機会にいろんなことに目を向けていきたいなと思っています。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

 それでは，４番の方，お願いいたします。 

【４番】 

 仕事との調整っていうのが，自分の会社では，別段，支障になるようなことはあ

りませんでした。「１週間連続で休みます。」って言ったら，「はい，どうぞ。」
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と意外なほど軽くオーケーが出まして，拍子抜けというか，そんな感じですね。 

 それと，裁判員としての負担感っていうのは，全くありませんでした。楽しくで

はないですけれども，新しいことだったので，興味深く入っていくことができまし

た。もう一回やってくれといったら，やりたいと思います。 

【司会者】 

 それはもう，是非よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 ５番の方，いかがでしょうか。 

【５番】 

 このような機会を得て，大変勉強になりました。仲間内でも，やったことのない

という人が大勢いたので，結構，有名になりました。 

一つお聞きしたいんですけれども，自分の関わった案件が最終的にどういうふう

になったかというのは，発表とかはするんですか。それとも，自分で調べろってこ

となんですか。 

【司会者】 

 その辺りは，発表になるわけでもありませんし，お知りにならなくてもいいかな

とは思いますので。 

【５番】 

 ちょっと気になったので。分かりました。 

【６番】 

 どうも大変良い経験をさせていただきまして，ありがとうございましたという印

象でございます。 

 時間的には，私は，もう年金生活者なので，問題はなくて，その辺は，何も苦し

くなかったんですけれども。ただ一つ，ちょっとお聞きしたいというか，申し上げ

たいんですけれども，ちょっと失礼かなとも思うんですけれども，覚せい剤の密輸

ですね。これで，被告人が外国人，それで，私ども一般の市民感覚とかそういうの

は，あんまり必要がないんじゃないかって思います。それは，ルールで粛々とやっ
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たらいいんじゃないかなという気がします。だから，裁判員裁判が全部の裁判の中

でどういう割振りになっているか，私は，よく分からないんですけれども，もうち

ょっと，要するに，私どもの生活に直接関わるような裁判を裁判員裁判にした方が

いいんじゃないかなと。 

 勝手な印象ですけれども，この覚せい剤の密輸事件っていうのは，余りなじまな

いんじゃないかと思いますので，その辺どうなのかなと。外すなり，数を少なくす

るなり，ほかにもっとするなりすれば，どうなのかなっていうのが，私の率直な疑

問なんですけれどもね。 

【司会者】 

 ありがとうございました。 

ちなみに，対象事件の見直し自体は，例えば，５年ごとに検討されたりとかして

いますので，その際，いろんな意見を集約して，これから検討させていただきます。

ありがとうございました。 

 では最後に７番の方，お願いいたします。 

【７番】 

 やっぱり今回，裁判員をやらせていただいて，良い経験をしたなというのは一番

感じましたね。 

 私の会社的には，裁判員用の特別休暇というのを用意されていますので，比較的

簡単に，「まず選任で休みます。選ばれたら，続けて三日休みます。」ということ

で，「お国のためにどうぞ行ってらっしゃい。」という感じで送り出してもらいま

した。 

 私の職場は，お客様を含めて，それなりの規模なんですけれども，今までに裁判

員になった人は，いなかったということで，「初だな。」と。４年にして初だなと

いうことなので，みんな快く送り出した感じなので，そういった意味での仕事上の

負担というのは，特になかったです。 

 あと，守秘義務のことですけれども，特に，そんな負担は，感じなかったですし，
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職場へ帰って，「こんなことをやったんだ。」と話すと，逆に，「え，そんなの話

していいの。」って言うんですね。「裁判は公判っていって公なんだから，そこで

聞いたことはしゃべってもいいんだよ。」という規則すら知らないということで，

まだまだ皆さん，知らないんだなというのを感じました。 

 先ほど出ましたけれども，私も，また次選ばれたら，またやってみたいなと思い

ます。 

今回は，ありがとうございました。 

【司会者】 

 どうもありがとうございました。 

 それでは，やや時間をオーバーしてしまいましたが，皆様からの非常に自由で闊

達な御意見を伺えて，非常にありがたかったです。これを参考にして，またより良

い制度にしてまいりたいと思っておりますので，今後とも裁判員裁判をよろしくお

願いいたします。 

 それでは，以上をもちまして，本日の意見交換会は終了とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

【一同】 

 ありがとうございました。 
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（別紙第２） 

話題事項について 

１ 裁判員を務められた全体的な感想を一言お聞かせ下さい。 

２ 今回の意見交換会では，覚せい剤の密輸入罪において被告人が事実関係を争っ

た（否認した）事件を担当された裁判員の方々にお越しいただく予定です。そこ

で，当日は，次のような話題事項に沿って，意見交換をお願いしたいと考えてお

ります。 

(1) 犯罪事実に関する「争点」について 

ア 「争点」の理解について 

 検察官，弁護人による冒頭陳述が終わった時点で，「この裁判では何が争

点になっているか」は分かりましたか。どのような説明が分かりやすかった

ですか，逆に，分かりにくい説明はありませんでしたか。 

 裁判の「争点」について，裁判官から何か説明がありましたか。その説明

は十分理解することができましたか。 

イ 証拠調べについて 

 法廷で見聞きした証拠書類（例えば，被告人の渡航経緯，航空券・宿泊予

約状況，所持金品やメールに関する証拠等）の内容は，その場で十分に理解

することができましたか。理解しにくかったとすると，その原因は何ですか。 

 法廷で証人や被告人の話を聞いて，理解しにくかったり，退屈であったよ

うなところはありませんでしたか。また，証人や被告人の話が信用できるか

どうかの判断は難しくなかったですか。 

ウ 「争点」について考え，判断することは難しかったですか。その判断をする

にあたり，検察官の論告，弁護人の弁論はどのくらい役に立ちましたか。 

(2)  量刑に関する判断は難しかったですか。 

３ 仕事・家事等との調整や守秘義務など，裁判員としての負担感についてご意見

があればお聞かせ下さい。                


